
－リスクアセスメントを取り入れた－ 

建設業における現場管理者のための 

統括管理の手引 

＜新旧対照表＞ 第４版 令和６年５月１日 
【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 
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【表記・用語の統一】 

元請業者 特定元方事業者、元方事業者 

 下請業者、再下請業者  下請負人、二次（三次）下請負人 

下請業者 協力会社、関係請負人 

現場代理人 職長・安全衛生責任者 

作業員 労働者 

誘導員 誘導者 

職長 職長・安全衛生責任者 

安全衛生責任者 職長・安全衛生責任者 

ヒヤリ・ハット ヒヤリハット 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

前

付

け 

下から

7行目 

６．労働者、作業員、従業員、労務者等の呼

び方については、作業員に統一した。 

ただし、法条文を引用している場合には、労

働者の用語を使用した。 

（下線部を削除） 

前

付

け 

下から

7行目 

6．労働者、作業員、従業員、作業者等の呼

び方については、労働者に統一した。 

前

付

け 

下から

6行目 

７．現場、工事現場、建設工事現場等の呼び

方については、建設現場に統一した。 

（下線部を追加） 

前

付

け 

下から

7行目 

7 ．建設作業所、現場、工事現場、建設工事

現場等の呼び方については、建設現場に統一

した。 

10 下から

5行目 

また、一方、統括管理を行うべき元請業者と

して、混在現場における安全確保のための安

全対策を、末端作業員にまで徹底させるため

には、新たに入場する作業員などに対して現

場全体の状況、現場内の危険箇所、他の作業

との関連等について関係請負人に資料の提供

等を行う必要がある。（安衛則第 642 条の３） 

（下線部を修正） 

10 下から

4行目 

また、一方、統括管理を行うべき特定元請業

者として、混在現場における安全確保のため

の安全対策を、周知させるためには、新規入

場者教育等が行われる際などに対して現場全

体の状況、現場内の危険箇所、他の作業との

関連等について関係請負人に資料の提供等を

行う必要がある。（安衛則第642条の３） 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

14 下から

14行目 

建設業法第 24条の６においては、第１項

で、発注者から直接工事を請け負った特定建

設業者は、当該建設工事の下請負人が、その

下請負に係る建設工事の施工に関し、この法

律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工

事に従事する労働者の使用に関する法令の規

定で政令で定めるものに違反しないよう、当

該下請負人の指導に努めるものとする。 

と規定している。 

（下線部を修正、追加） 

14 下から

15行目 

建設業法第24条の７においては、第１項で、

発注者から直接工事を請け負った特定建設業

者〔元請の立場で、総額4,500万円以上（建築

一式においては7,000万円以上）の金額を下請

負人に外注する建設会社〕は、当該建設工事

の下請負人が、その請け負った建設工事を他

の下請負人に請け負わせる建設工事の施工に

関し、この法律の規定又は建設工事の施工若

しくは建設工事に従事する労働者の使用に関

する法令の規定で政令で定めるものに違反し

ないよう、当該建設工事における各下請負人

の指導に努めるものとする。と規定している。 

15 図 （赤枠を追加） 15 図  

  

18 上から

2行目 

安衛法第 31条の３では、… 

（下線部を追加） 

18 上から

2行目 

安衛法第 31条の３ 第１項では、… 

18 下から

1行目 

特定発注者と下請負人の作業員の運転・玉掛

け運転についての合図の作業、その他の作業

を行う者との間及び下請負人の作業員相互間

の作業内容・作業の指示及び立入禁止区域に

ついて必要な連絡及び調整を行うこと。 

（下線部を修正、追加） 

18 下から

1行目 

特定発注者と下請負人の労働者の運転・玉掛

け運転についての合図の作業、その他の作業

を行う者との間及び下請負人の労働者相互間

における作業内容・作業の指示系統及び立入

禁止区域について必要な連絡及び調整を行う

こと。 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

38 上から

3行目 

「機械等で、危険若しくは有害な作業を必要

とするもの、危険な場所において使用するも

の又は危険若しくは健康障害を防止するため

使用するもののうち、厚生労働省令で定める

もの」に改正された。（平成 26年 12月１日

から施行） 

（下線部を修正） 

38 上から

3行目 

「機械等で、危険若しくは有害な作業を必要

とするもの、危険な場所において使用するも

の又は危険若しくは健康障害を防止するため

使用するもののうち、厚生労働省令で定める

もの」とされている。 

 

50 図 （右に差し替え） 50 図  

  

51 図 （右に差し替え） 51 図  

  

51 上から

12行目 

建設現場の工事担当者にとって、日々の連絡

及び調整の業務は、作業管理業務のうち、最

も重要な業務の一つである。連絡及び調整の

業務は、必要に応じ随時関係者間で行われる

が、建設現場では、すべての関係者（工事担

当者と関係下請責任者）を… 

（下線部を修正） 

51 上から

12行目 

建設現場の工事担当者にとって、日々の連絡

及び調整の業務は、作業管理業務のうち、最

も重要な業務の一つである。連絡及び調整の

業務は、必要に応じ随時関係者間で行われる

が、建設現場では、すべての関係者（工事担

当者と関係請負人の責任者）を… 
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

71 図 （赤枠を修正） 71 図  

  

83 図 （赤枠を追加） 83 図  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

85 表 6－2 （赤枠を修正） 85 表 6－2  

  

88 表 6－5 （赤枠を修正） 88 表 6－5  

 

 

89 表 6－6 （右に差し替え） 88 表 6－6  

 

 

 89 表 6－7  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

113 図 （赤枠を修正） 113 図  

  

150 表 （赤枠を追加） 150 表  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

153 資－9 （右に差し替え） 153 資－9  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

158 表 （赤枠を追加） 

 

158 表  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

159 資－12 （右に差し替え） 159 資－12  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

163 資－15 （赤枠を修正） 

 

163 資－15  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

165 資－16 （赤枠を修正、追加） 165 資－16  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

166 資－17 （赤枠を修正） 

 

166 資－17  
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頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

178 資－21 （赤枠を追加） 

 

178 資－21  

  


